
令和８年度 鳥取市女性デジタル人材育成事業 

選定基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は、鳥取市女性デジタル人材育成事業に係る事業選定（以下、「選定」と

いう。）について、その過程と結果の透明性を確保するために必要な事項を定めるものとす

る。 

（審査方法） 

第２条 審査内容に応じて、各審査員の審査の合計点をもとに、得点が上位の者を最優秀受

託候補者として選定する。最高得点に同数が出た場合には、見積額が低廉であった者を最優

秀受託候補者とし、さらに同額であった場合には審査員の協議により決定する。なお、応募

者が１者の場合も審査を行うものとする。 

（採点及び選定） 

第３条 審査員は、別紙に掲げる審査項目に従って審査する。なお、最高得点者であっても、

各審査員の合計点が 240 点以下（400 点満点）の者は選定しない。 

（２）審査員は、必要に応じ提案者への面接を行うことができる。 

【採点区分】 

非常に優れている １０点 

優れている ７～9点 

普通 ６点  

やや劣る ３～５点 

劣る １～２点 

審査項目に該当する提案がない ０点 

（３）審査結果は、鳥取市公式ウェブサイトへ掲載及びメール送信により通知する。 

（選定に関する記録） 

第４条 選定に係る記録を作成し、保存する。 

   附  則 

 この基準は、令和８年４月１５日から施行する。 



（別紙） 

令和８年度 鳥取市女性デジタル人材育成事業 

選定審査表

第 次審査   提案№：         審査員：       

審査項目 評価の観点 評価点 

１ 実施方針 

（30 点） 

① 事業内容を的確に理解し、発注者の意図する目的を

達成できる提案となっているか。 
／10

 ② 事業実施に必要な女性の活躍推進に関する基礎的

な知識や情報を備えているか。 
／10

 ③ 女性活躍推進に対する熱意が感じられるか。 

／10

２ 実施方法 

 （40 点） 

① 計画した日程が適切で、実現可能な内容であるか。

／10

 ② 事業内容が適切で、実現可能な内容であるか。 

／10

 ③ それぞれの事業が有効に連携するよう工夫されて

いるか。 
／10

 ④ 内容に独創性や斬新性があり、デジタル就労が見込

まれるか。 
／10

３ 実施体制 

（20 点） 

① 業務運営の人的体制が十分なものであるか。 

／10

 ② 女性の活躍推進に関する実績・取り組みが良好であ

るか。 
／10

４ その他 

（10 点） 

① 提案者独自の提案が行われているか。 

／10

合      計 
／100



令和８年度 鳥取市女性デジタル人材育成事業 

選定集計表 

第 次審査   提案№：

審査項目 評価の観点 
審査員
Ａ 

審査員
Ｂ 

審査員
Ｃ 

審査員
Ｄ 

平均点

１ 実施方針 
（30点）

① 事業内容を的確に理解
し、発注者の意図する目
的を達成できる提案と
なっているか。 ／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ② 事業実施に必要な女性
の活躍推進に関する基
礎的な知識や情報を備
えているか。 ／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ③ 女性活躍推進に対する
熱意が感じられるか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

２ 実施方法 
（40点）

① 計画した日程が適切で、
実現可能な内容である
か。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ② 事業内容が適切で、実現
可能な内容であるか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ③ それぞれの事業が有効
に連携するよう工夫さ
れているか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ④ 内容に独創性や斬新性
があり、雇用が見込まれ
るか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

３ 実施体制 
（20点）

① 業務運営の人的体制が
十分なものであるか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

 ② 女性の活躍推進に関す
る実績・取り組みが良好
であるか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

４ その他 
（10点）

③ 提案者独自の提案が行
われているか。

／10 ／10 ／10 ／10 ／10 

合      計 

／100 ／100 ／100 ／100 ／100


